
第24表(1)　旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設の状況〔2-1〕

17 107          4 797         

11 317          2 136         

8 582           1 943         

6 267           1 450         

4 266           1 455         

 一般食堂・レストラン等  754            240           

 仕出し屋・弁当屋  193            49            

 旅       館  98             35            

 そ  の  他 1 855           447           

 395            112           

-              1             

-             -             

 3              2             

-              1             

 138            55            

 2              3             

 15             2             

 35             10            

 12             3             

 226            28            

 （再掲）自動販売機  154            4             

-             -             

 喫茶店営業

 あん類製造業

 魚肉練り製品製造業

 食品の冷凍又は冷蔵業

 かん詰又はびん詰食品製造業
 （上記及び下記以外）

 集乳業

 魚介類販売業

 魚介類競り売り営業

 特別牛乳搾取処理業

 乳製品製造業
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 乳処理業

5



第24表(1)　旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設の状況〔2-2〕

 アイスクリーム類製造業  34             8             

 食肉処理業  47             345           

 食肉販売業  145            48            

 食肉製品製造業  9              4             

 乳酸菌飲料製造業  1             -             

 食用油脂製造業  3              2             

 マ－ガリン又はショ－トニング製造業 -             -             

 みそ製造業  30             2             

 しょうゆ製造業  6              2             

 ソ－ス類製造業  5              1             

 酒類製造業  14            -             

 豆腐製造業  13             4             

 納豆製造業 -             -             

 麺類製造業  31             10            

 そうざい製造業  178            28            

 添加物（法第13条第１項の規定により
 規格が定められたものに限る。）製造業

5            2            

 食品の放射線照射業 -            -            

 清涼飲料水製造業 19           11           

 氷雪製造業 -            -            
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